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第 3 章 
 

 

推進体制及び進行管理 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 つの重点方策 
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1 推進体制 
(1)県における推進体制 

知事部局の関係部課や教育委員会・警察本部の関係課から構成される「千

葉県青少年総合対策本部」（本部長：千葉県知事）が相互に連携し、子ども・

若者育成支援施策を推進します。 
 

(2)千葉県青少年問題協議会 
学識経験者、県議会議員、関係機関・団体の代表者等から構成された、県

の附属機関である「千葉県青少年問題協議会」において、それぞれの専門的

な見地から幅広く意見や助言をいただき、本プランへ反映します。 
 
(3) 市町村、公益財団法人千葉県青少年協会、民間機関等との連携・協力 

子ども・若者の育成支援は、地域に支えられた活動であることが重要であ

ることから、市町村、青少年相談員や青少年補導員、青少年育成団体、ボラ

ンティア・市民活動団体、企業等との連携・協力を図ります。 
また、青少年育成千葉県民運動の推進母体である青少年育成千葉県民会議

（公益財団法人千葉県青少年協会）が中心となり、市町村民会議間の情報の

共有化や、活動の連携強化を図り、地域ぐるみの青少年育成活動の取り組み

を推進します。 
さらに、「子ども・若者育成支援推進法」の趣旨を踏まえ、国、他都道府県

との緊密な連携を図り、子ども・若者育成支援施策を推進します。 
 

2 進行管理・評価 
毎年度、本プランの進捗及び実施状況を把握し、評価を行います。 
なお、本プランの進捗状況等については、「千葉県青少年問題協議会」から

の意見を聴き、適正な進行管理に努めるとともに、県民に進捗状況及び評価結

果を公表します。 
また、この結果を翌年度以降の施策に反映し、社会情勢や状況の変化に対応

して本プランを推進します。 
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